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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次 第４期中 第５期中 第６期中 第４期 第５期

会計期間

自　平成18年
　　11月１日
至　平成19年
　　４月30日

―

自　平成20年
　　３月１日
至　平成20年
　　８月31日

自　平成18年
　　11月１日
至　平成19年
　　10月31日

自　平成19年
　　11月１日
至　平成20年
　　２月29日

売上高 (千円) 1,413,373 ― 1,690,8632,980,310790,601

経常利益又は
経常損失(△)

(千円) △64,644 ― 58,840△136,170△97,077

中間純利益又は
中間(当期)純損失(△)(千円) △65,580 ― 33,353△145,013△98,117

持分法を適用した場合
の
投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 110,325 ― 232,825232,825232,825

発行済株式総数 (株) 12,700 ― 19,700 19,700 19,700

純資産額 (千円) 7,250 ― 162,961227,725129,607

総資産額 (千円) 664,087 ― 569,001831,968590,263

１株当たり純資産額 (円) 570.90 ― 8,272.1511,559.666,579.09

１株当たり中間純利益
又は１株当たり中間
(当期)純損失(△)

(円) △5,163.84 ― 1,693.06△11,366.51△4,980.57

潜在株式調整後
１株当たり中間
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 1.1 ― 19.0 20.8 12.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 2,735 ― 59,677△189,298△40,710

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △14,956 ― △7,145 △31,795 1,020

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 242,220 ― △69,780 502,074△130,624

現金及び現金同等物
の中間期末(期末)残高

(千円) 415,801 ― 279,215466,782296,464

従業員数
(外、平均臨時従業者
数)

(名) 67(7) ― 59 64 59

(注) １　当社は、中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間等に係る主要な経営指標等の
推移については記載しておりません。

２　売上高には消費税等は含まれておりません。
３　平成20年１月25日開催の第４回定時株主総会決議により、決算期を10月31日から２月末日に変更しまし
た。従って、第５期は平成19年11月１日から平成20年２月29日の４ヵ月間となっており、中間決算は
行っておりません。
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４　持分法を適用した場合の投資利益は、関連会社がないため記載しておりません。
５　第４期中、第４期及び第５期の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、新株予約権の
残高はありますが、１株当たり中間(当期)純損失であるため、記載しておりません。

第６期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、希薄化効果を有する潜在株式が存在し

ないため、記載しておりません。

 

２ 【事業の内容】

当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

 

３ 【関係会社の状況】

当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

平成20年８月31日現在

従業員数(人) 59

(注) 従業員数は就業人員数であります。

 

(2) 労働組合の状況

労使関係については、特に記載すべき事項はありません。
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第２ 【事業の状況】

前事業年度は決算期変更により４ヵ月間となっており、中間決算を行っていないため、前年同期比

については記載しておりません。

 

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当中間会計期間におけるわが国経済は、原油その他資源価格の高騰による影響で企業収益は減少

傾向にあり、企業の業況判断も悪化の方向にあります。また、雇用情勢も厳しい状況が続き、個人消

費も概ね横ばいで推移しているものの消費者マインドは悪化の傾向となっております。今後のアメ

リカの景気後退懸念や金融市場の変動及び資源価格の動向によっては、企業収益が大きく影響を受

ける可能性があります。

バイク業界におきましては、社団法人日本自動車工業会によりますと、平成20年3月末日現在の小

型二輪車(排気量251cc以上)の保有台数は147.9万台で前年同月比2.6万台の増加、軽二輪車(排気量

126cc以上250cc以下)の保有台数は197.7万台で前年同月比2.6万台の増加となっており、中古バイ

クとして比較的再販価値の高い大排気量のカテゴリーに関しては、引き続き緩やかに保有台数が増

加しております。しかしながら、平成20年１月から６月までの原付を含めた二輪車新車国内出荷台

数は26.4万台、前年同期比22％減少となっており、今後の保有台数の減少に影響を及ぼす可能性が

あります。

当社におきましては、株式会社ゲオのグループ会社としてのメリットを最大限活かすために、平

成20年３月にバイク買取サービスのブランド名を「モトソニック」から「ゲオモトソニック」に

変更いたしました。これに伴いＷＥＢサイトのリニューアル、ゲオグループ店舗におけるプロモー

ション、ラジオＣＭの刷新等を実施し、ゲオグループのバイク買取会社であることをアピールする

ことで知名度の向上を図っております。

また、同月に外国製の新車バイクを取り扱う新ブランド「ＪＰＭＯＴＯ」を立ち上げました。当

ブランドは、外国製で良質なバイクを発掘し、国内のバイクユーザーに提供していくことを主眼と

しております。

一方、店舗につきましては、関東の４店舗（千葉店、町田店、武蔵浦和店（アップガレージライ

ダース併設店）、横浜上星川店（同併設店））を当中間期において閉店いたしました。これらの店

舗は、即日買取強化のための拠点及びブランディング戦略の一環として設置しておりましたが、関

東の拠点を馬込店及び練馬店の２店舗に集約しても即日買取への影響がほとんどないこと、ゲオ

を冠したブランド名に変更したことで店舗設置によるブランディングを積極的に推進する必要が

なくなったこと、さらには店舗家賃等の固定費の削減につなげられることから閉店することとい

たしました。

なお、当社が買取したバイクを直接ユーザーに販売する「モトソニックDirect（モトソニック

ダイレクト）」は、販売台数の増加を目指して千葉店での車両展示販売を予定しておりましたが、

練馬店における販売台数が堅調に増加していること、販売員及び整備士を練馬店に集約すること

で業務の効率化を図ることを優先したことにより、千葉店での販売を取り止めております。
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当中間会計期間における販売台数は6,918台、売上高1,690,863千円、営業利益60,559千円、経常利

益58,840千円、中間純利益33,353千円となりました。

 

 (2) キャッシュ・フローの状況

当中間会計期間末の現金及び現金同等物は279,215千円(前事業年度末から17,248千円減)とな

りました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおり

であります。

 

 (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により得られた資金は59,677千円となりました。これは税引前中間純利益34,993千

円、固定資産除却損21,175千円を計上したことによるものであります。

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動により使用した資金は7,145千円となりました。これはソフトウェアの取得によるも

のであります。

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動により使用した資金は69,780千円となりました。これは金融機関からの借入金の返済

によるものであります。

 

以上により、現金及び現金同等物は279,215千円となりました。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 商品仕入実績

当中間会計期間における仕入実績は次のとおりであります。

 

区分

当中間会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

仕入高(千円) 割合(％)

中古バイク 1,087,763 99.4

部品その他 6,808 0.6

合計 1,094,571 100.0

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(2) 販売実績

当社は中古バイクの買取り、販売という一事業を営んでおり、事業部門、品目区分はありません。

当社における形態別販売実績を示すと次のとおりであります。

 
 

区分

当中間会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

販売高(千円) 割合(％)

オークション 1,432,619 84.7

直接販売その他 258,243 15.3

合計 1,690,863 100.0

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　当中間会計期間の主要な販売先の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおり

であります。

 

相手先

当中間会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

販売高(千円) 割合(％)

㈱ビーディーエス 1,369,430 81.0

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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３ 【対処すべき課題】

当中間会計期間において、当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。

なお、当社は、直近３事業年度において営業損失を計上し、営業キャッシュ・フローもマイナスに

なっておりましたが、当中間会計期間においては営業利益の計上及び営業キャッシュ・フローのプ

ラスに転じており、「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」を解消しておりま

す。今後も広告宣伝費の最適化を図りながら、当社ブランドの認知度向上による収益力の向上を目

指してまいります。

 

４ 【経営上の重要な契約等】

当中間会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。

 

５ 【研究開発活動】

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

１ 【主要な設備の状況】

当中間会計期間において、以下のとおり店舗設備の除却を行っております。

事業所名
(所在地)

設備の内容
帳簿価額(単位：千円)

従業員数
(名)建物附属設備

及び構築物
合計

 
千葉店
(千葉県市川市)
 

関東地域買取拠点 6,579 6,579 2

町田店
(東京都町田市)

関東地域買取拠点 7,576 7,576 3

武蔵浦和店
(埼玉県さいたま
市南区)

関東地域買取・販
売拠点

4,475 4,475 1

横浜上星川店
(神奈川県横浜市
保土ヶ谷区)
 

関東地域買取・販
売拠点

2,543 2,543 1

 

２ 【設備の新設、除却等の計画】

当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 78,800

計 78,800

 

② 【発行済株式】

 

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)
(平成20年８月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年11月20日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 19,700 19,700
名古屋証券取引所
(セントレックス)

(注)

計 19,700 19,700 ― ―

(注)　権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

EDINET提出書類

株式会社アークコア(E02989)

半期報告書

 9/41



 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次の

とおりであります。

第１回新株予約権(平成16年12月28日定時株主総会決議)

 

区分
中間会計期間末現在
(平成20年８月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年10月31日)

新株予約権の数(個)   189 (注)１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)   189 (注)２、３ 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) 63,366 (注)４ 同左

新株予約権の行使期間
自　平成19年１月１日
至　平成26年11月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　63,366
資本組入額　31,683

同左

新株予約権の行使の条件 　　(注)５ 　　(注)５

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡、担保権の
設定及び質入等一切の処分
を行うことができない

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。

２　新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会における新株発行予定数から退職等による権利消滅

分を減じた数となります。

３　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整するものとします。ただし、かかる調整

は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行わ

れ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

　　また、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行い本件新

株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行います。

４　新株予約権１個当たりの払込をすべき金額は、次により決定される１株当たりの払込価額(以下、「行使

価額」という。) に新株予約権１個につき割当てられる株式数を乗じた金額とします。

　　当初の行使価額は１株につき金79,000円とします。

　　なお、当社が行使価額を下回る払込価額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式によ

り行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げます。

 
調整後
行使価額

 
＝

既発行
株式数

×
調整前
行使価額

＋
新規発行または
処分株式数

×
１株当たり払込価額
または処分価額

既発行株式数＋新規発行株式数または処分株式数

　　上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除

した数とします。

　　また、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円未満の端数は切り上

げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
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　　さらに、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行い本件

新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の行使価額の調整を行います。

５　新株予約権の行使の条件

①　新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要します。

②　新株予約権者は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員のいずれ

かの地位にあることを要します。

③　新株予約権者は、当社株式が日本国内の証券取引所に上場した日より１年が経過するまでは権利を行

使できません。

④　その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する契約に定めるところにより

ます。
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第２回新株予約権(平成18年１月27日定時株主総会決議)

 

区分
中間会計期間末現在
(平成20年８月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年10月31日)

新株予約権の数(個) 　   118 (注)１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 　　   118 (注)２、３ 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) 202,043 (注)４ 同左

新株予約権の行使期間
自　平成20年２月１日
至　平成27年１月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　202,043
資本組入額　101,022

同左

新株予約権の行使の条件 　　(注)５ 　　(注)５

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡、担保権の
設定及び質入等一切の処分
を行うことができない

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。

２　新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会における新株発行予定数から退職等による権利消滅

分を減じた数となります。

３　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整するものとします。ただし、かかる調整

は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行わ

れ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

　　また、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行い本件新

株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行います。

４　新株予約権１個当たりの払込をすべき金額は、次により決定される１株当たりの払込価額(以下、「行使

価額」という。)に新株予約権１個につき割当てられる株式数を乗じた金額とします。

　　当初の行使価額は１株につき金202,043円とします。

　　なお、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価

額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げます。

調整後
行使価額

＝
 
調整前
行使価額

×

既発行株式
数

＋
新規発行(処分)株式数× １株当たり払込金額

１株あたり時価

 既発行株式数＋新規発行株式数または処分株式数

　　上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除

した数とします。

　　また、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円未満の端数は切り上

げます。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

　　さらに、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行い本件

新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の行使価額の調整を行います。

５　新株予約権の行使の条件
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①　新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要します。

②　新株予約権者は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員のいずれ

かの地位にあることを要します。

③　その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する契約に定めるところにより

ます。
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②　会社法第236条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

第３回新株予約権(平成19年10月11日取締役会決議)
 

区分
中間会計期間末現在
(平成20年８月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年10月31日)

新株予約権の数(個)  　　10,600 (注)１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 　　 10,600 (注)２ 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) 　  38,847 (注)３ 同左

新株予約権の行使期間
自　平成19年10月30日
至　平成22年10月29日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　38,847
資本組入額　19,424

同左

新株予約権の行使の条件 　　(注)４ 　　(注)４

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡、担保権の
設定及び質入等一切の処分
を行うことができない

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。

２　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整するものとします。ただし、かかる調整

は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行わ

れ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

　　また、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行い本件新

株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行います。

３　新株予約権１個当たりの払込をすべき金額は、次により決定される１株当たりの払込価額(以下、「行使

価額」という。)に新株予約権１個につき割当てられる株式数を乗じた金額とします。

　　当初の行使価額は１株につき金38,847円とします。

　　なお、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価

額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げます。

調整後
行使価額

＝
 
調整前
行使価額

×

既発行株式
数

＋
新規発行(処分)株式数× １株当たり払込金額

１株あたり時価

 既発行株式数＋新規発行株式数または処分株式数
 

　　上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除

した数とします。

　　また、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円未満の端数は切り上

げます。
 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
 

　　さらに、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行い本件

新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の行使価額の調整を行います。

４　新株予約権の行使の条件

①　新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要します。

②　その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する契約に定めるところにより

ます。
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(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成20年８月31日 ― 19,700 ― 232,825 ― 260,535

 

 (5) 【大株主の状況】

平成20年８月31日現
在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社ゲオ 愛知県春日井市如意申町5丁目11番-3 7,000 35.53

正渡　康弘 東京都大田区 6,480 32.89

芳賀　麻奈穂 東京都渋谷区 690 3.50

投資事業組合GV－Ⅰ 東京都千代田区内幸町1丁目1-1 677 3.44

ジェイ・エス・ピー・エフ２号
投資事業有限責任組合

東京都千代田区永田町2丁目13-5 600 3.05

グローバル・ブレイン株式会社 東京都千代田区内幸町1丁目1-1 547 2.78

金森　真佐樹 東京都江東区 463 2.35

山田　浩司 千葉県柏市 425 2.16

斉藤　文男 東京都中央区 400 2.03

松原　宏樹 三重県松阪市 152 0.77

計 ― 17,434 88.50
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年８月31日現
在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　 19,700 19,700 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 19,700 ― ―

総株主の議決権 ― 19,700 ―

 

② 【自己株式等】

平成20年８月31日現
在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―

 

EDINET提出書類

株式会社アークコア(E02989)

半期報告書

16/41



 

２ 【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

 

月別 平成20年３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

最高(円) 28,600 31,000 25,000 21,900 18,900 20,150

最低(円) 23,200 24,000 21,110 16,390 13,000 14,000

(注)　株価は、名古屋証券取引所セントレックス市場におけるものであります。

 

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　中間財務諸表の作成方法について

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

 

２　決算期変更について

平成20年１月25日開催の第４回定時株主総会における定款一部変更の決議により、決算期を10月31

日から２月末日に変更いたしました。

なお、前事業年度は平成19年11月１日から平成20年２月29日までの４ヵ月間となっており、中間決

算は行っていないため、以下に掲げる中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及

び中間キャッシュ・フロー計算書については、前中間会計期間との対比は行っておりません。

 

３　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間会計期間(平成20年３月１日か

ら平成20年８月31日まで)の中間財務諸表について、監査法人コスモスにより中間監査を受けており

ます。

なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。

第５期事業年度の財務諸表　　新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)

第６期中間会計期間の中間財務諸表　監査法人コスモス

 

４　中間連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【中間連結財務諸表等】

(1) 【中間連結財務諸表】

該当事項はありません。

 

(2) 【その他】

該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社アークコア(E02989)

半期報告書

19/41



２ 【中間財務諸表等】

(1) 【中間財務諸表】

① 【中間貸借対照表】

 

  
当中間会計期間末

(平成20年８月31日)

前事業年度末の
要約貸借対照表
(平成20年２月29日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)        

Ⅰ　流動資産        

１　現金及び預金  279,215   296,464   

２　売掛金  13,116   1,862   

３　たな卸資産  127,028   116,608   

４　その他 ※２ 35,740   34,377   

流動資産合計   455,10180.0  449,31376.1

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産 ※１       

(1) 建物附属設備  39,794   55,739   

(2) 構築物  18,866   28,833   

(3) その他  4,955   5,493   

有形固定資産合計  63,616   90,066   

２　無形固定資産  20,346   18,973   

３　投資その他の資産        

(1) 差入保証金  27,418   30,249   

(2) その他  2,517   1,660   

投資その他の資産合計  29,935   31,909   

固定資産合計   113,89920.0  140,94923.9

資産合計   569,001100.0  590,263100.0
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当中間会計期間末

(平成20年８月31日)

前事業年度末の
要約貸借対照表
(平成20年２月29日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)        

Ⅰ　流動負債        

１　買掛金  11,047   651   

２　短期借入金  129,600   271,600   

３　関係会社短期借入金  50,000   ―   

４　一年以内返済予定
　　の長期借入金

 83,057   66,672   

５　未払金  23,652   43,914   

６　未払法人税等  3,355   1,500   

７　その他 ※２ 55,060   31,885   

流動負債合計   355,77262.5  416,22370.5

Ⅱ　固定負債        

１　長期借入金  50,267   44,432   

固定負債合計   50,2678.8  44,4327.5

負債合計   406,03971.4  460,65578.0

(純資産の部)        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金   232,82540.9  232,82539.4

２　資本剰余金        

(1) 資本準備金  260,535   260,535   

資本剰余金合計   260,53545.8  260,53544.1

３　利益剰余金        

(1) その他利益剰余金        

　繰越利益剰余金  △385,306   △418,660   

利益剰余金合計   △385,306△67.7  △418,660△70.9

株主資本合計   108,05319.0  74,69912.7

Ⅱ　新株予約権   54,9089.6  54,9089.3

純資産合計   162,96128.6  129,60722.0

負債純資産合計   569,001100.0  590,263100.0
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② 【中間損益計算書】

 

  
当中間会計期間

(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自　平成19年11月１日
至　平成20年２月29日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高   1,690,863100.0  790,601100.0

Ⅱ　売上原価   1,083,60964.1  551,32769.7

売上総利益   607,25435.9  239,27430.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※３  546,69532.3  334,10142.3

営業利益又は
営業損失(△)

  60,5593.6  △94,827△12.0

Ⅳ　営業外収益   1,1330.1  908 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※１  2,8520.2  3,1580.4

経常利益又は
経常損失(△)

  58,8403.5  △97,077△12.3

Ⅵ　特別利益   427 0.0  47 0.0

Ⅶ　特別損失 ※２  24,2741.4  ― ―

税引前中間純利益
又は当期純損失(△)

  34,9932.1  △97,029△12.3

法人税、住民税
及び事業税

  1,6400.1  1,0870.1

中間純利益又は
当期純損失(△)

  33,3532.0  △98,117△12.4
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③ 【中間株主資本等変動計算書】

当中間会計期間(自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日)

 

株主資本

新株予約権 純資産合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金
株主資本合
計資本準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成20年２月29
日残高(千円)

232,825260,535 △418,660 74,699 54,908 129,607

中間会計期間中
の変動額

      

中間純利益(千
円)

― ― 33,353 33,353 ― 33,353

中間会計期間中の
変動額合計(千円)

― ― 33,353 33,353 ― 33,353

平成20年８月31
日残高(千円)

232,825260,535 △385,306108,05354,908 162,961

 
 

前事業年度(自　平成19年11月１日　至　平成20年２月29日)

 

株主資本

新株予約権 純資産合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金
株主資本合
計資本準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成19年10月31
日残高(千円)

232,825260,535 △320,542172,81754,908 227,725

事業年度中の変
動額

      

当期純損失(千
円)

― ― △98,117△98,117 ― △98,117

事業年度中の変動
額
合計(千円)

― ― △98,117△98,117 ― △98,117

平成20年２月29
日残高(千円)

232,825260,535 △418,660 74,699 54,908 129,607
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④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

  
当中間会計期間

(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
(自　平成19年11月１日
至　平成20年２月29日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前中間純利益又は税引前当期純損失
(△)

 34,993 △97,029

減価償却費  9,313 7,180

支払利息  2,852 3,149

有形固定資産売却益  △427 △47

有形固定資産除却損  21,175 ―

売上債権の増減額(△は増加)  △11,253 119,338

たな卸資産の増減額(△は増加)  △10,419 △54,157

仕入債務の増減額(△は減少)  10,395 271

その他流動資産の増減額(△は増加)  △1,613 1,202

その他流動負債の増減額(△は減少)  6,989 △13,192

その他  1,908 341

小計  63,914 △32,943

利息の支払額  △2,752 △2,338

法人税等の支払額  △1,485 △5,429

営業活動による
キャッシュ・フロー

 59,677 △40,710

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出  △1,850 △400

有形固定資産の売却による収入  540 104

無形固定資産の取得による支出  △7,312 △4,000

差入保証金の差入による支出  △258 ―

差入保証金の返戻による収入  3,088 5,130

その他  △1,353 183

投資活動による
キャッシュ・フロー

 △7,145 1,020

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入れによる収入  160,000 ―

短期借入金の返済による支出  △252,000 △108,400

長期借入れによる収入  50,000 ―

長期借入金の返済による支出  △27,780 △22,224

財務活動による
キャッシュ・フロー

 △69,780 △130,624

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額(△は減少)  △17,248 △170,317

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  296,464 466,782

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高  279,215 296,464
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

 
当中間会計期間

(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前事業年度
(自　平成19年11月１日
至　平成20年２月29日)

― 当社は当事業年度(４ヵ月決算)を含め３事業年度に

わたり営業損失を計上し、営業キャッシュ・フローも

マイナスになっております。当該状況により、前事業年

度に引き続き、当事業年度末においても、継続企業の前

提に関する重要な疑義が存在しております。

当社は、当該状況を解消すべく、下記のとおり諸施策

に取り組んでまいります。

 

①　広告宣伝費の最適化

当事業年度においては、広告宣伝費の費用対効果

測定の強化と、測定データをもとにした広告媒体ご

との広告内容や投下費用の見直し、さらには問合せ

情報が入ってきた後の業務フローの細やかな調整

や、その業務効率を高めるためのシステム構築等を

組み合わせた広告宣伝費の最適化への取り組みを推

し進めてまいりました。

この結果、買取台数１台当たりの広告宣伝費単価

は、前事業年度の25千円に対して当事業年度は18千

円と改善しております。

今後も広告宣伝費単価の低減を図りながら買取台

数の増大により、さらなる収益性の改善に取り組ん

でまいります。

 

②　当社ブランドの認知度の向上

当事業年度においては、ゲオグループの既存店舗

内でのバイク買取サービスの告知並びに会員向け

サービス等を利用した各種の施策を展開していくこ

とにより、競合他社が提供するサービスとの差別化

を図ってまいりました。

株式会社ゲオとの提携による効果を最大限に発揮

するために、平成20年３月より、バイク買取サービス

のブランド名を「ゲオモトソニック」と改称すると

ともに、ゲオショップ会員ではないバイクユーザー

に対しても、当社サービスのメリットを訴求してま

いります。

 

財務諸表は継続企業を前提として作成されており、

当該重要な疑義の影響を財務諸表には反映しており

ません。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

当中間会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前事業年度
(自　平成19年11月１日
至　平成20年２月29日)

１　資産の評価基準及び評価方法

　　たな卸資産

　　①商品

個別法による原価法によっております。

１　資産の評価基準及び評価方法

　　たな卸資産

　　①商品

　　　同左

　　②貯蔵品

最終仕入原価法による原価法によっておりま

す。

　　②貯蔵品

　　　同左

２　固定資産の減価償却の方法

　(1) 有形固定資産

　　　定率法によっております。

２　固定資産の減価償却の方法

　(1) 有形固定資産

　　　同左

　(2) 無形固定資産

　　　定額法によっております。

　(2) 無形固定資産

　　　同左

３　リース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

３　リース取引の処理方法

　　　同左

４　中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範

囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっております。

４　キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　 同左

５　その他中間財務諸表作成のための基本となる重要

な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式に

よっております。

５　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

　　　同左

 

追加情報

当中間会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前事業年度
(自　平成19年11月１日
至　平成20年２月29日)

― 当社は、平成19年３月31日以前に取得した資産につ

いては、改正前の法人税法の規定に基づく減価償却の

方法の適用により取得価額の５％に到達した事業年度

の翌事業年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額

の差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費の金

額に含めて計上しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。
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注記事項

(中間貸借対照表関係)

 
当中間会計期間末
(平成20年８月31日)

前事業年度末
(平成20年２月29日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

60,097千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

63,686千円

※２　消費税等の取扱い

当中間会計期間の仮払消費税等及び仮受消費

税等は相殺のうえ、流動負債のその他に含めて

表示しております。

前事業年度の未収消費税は流動資産のその他

に含めて表示しております。

―

 

 

(中間損益計算書関係)

 
当中間会計期間

(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前事業年度
(自　平成19年11月１日
至　平成20年２月29日)

※１　営業外費用の主要項目

支払利息　2,852千円

　

 

※１　営業外費用の主要項目

支払利息　3,149千円

　

 

※２　特別損失の主要項目

有形固定資産除却損　21,175千円

　

 

※２　　　　　　　　　―

　

 

※３　減価償却実施額

有形固定資産　7,012千円

無形固定資産　2,301千円

 

※３　減価償却実施額

有形固定資産　5,760千円

無形固定資産　1,420千円
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(中間株主資本等変動計算書関係)

当中間会計期間(自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 19,700 ― ― 19,700

 
 

２　自己株式に関する事項
 
該当事項はありません。
 

３　新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株） 当中間会計
期間末残高
（千円）

前事業
年度末

増加 減少
当中間会計
期間末

提出会社 平成19年新株予約権 普通株式 10,600 ― ― 10,60054,908

合計 10,600 ― ― 10,60054,908

(注) 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。

 

４　配当に関する事項
該当事項はありません。

 
 

前事業年度(自　平成19年11月１日　至　平成20年２月29日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 19,700 ― ― 19,700

 

２　自己株式に関する事項

　　 該当事項はありません。
 

３　新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株） 当事業年度
末残高
（千円）

前事業
年度末

増加 減少
当事業
年度末

提出会社 平成19年新株予約権 普通株式 10,600 ― ― 10,60054,908

合計 10,600 ― ― 10,60054,908

(注) 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。
 

４　配当に関する事項

　　　該当事項はありません。
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(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

 
当中間会計期間

(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前事業年度
(自　平成19年11月１日
至　平成20年２月29日)

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定　　　　279,215千円

現金及び現金同等物　　　279,215千円

 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

現金及び預金勘定　　　　296,464千円

現金及び現金同等物　　　296,464千円

 

 

 

 (リース取引関係)

 
当中間会計期間

(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前事業年度
(自　平成19年11月１日
至　平成20年２月29日)

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引

(借主側)

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び期末残高相当額

　車両及び運搬具

取得価額相当額　　　　　　52,938千円
減価償却累計額相当額　　　39,126千円　　　　　　　
期末残高相当額　　　　　　13,811千円

 

②　未経過リース料期末残高相当額

一年内　　　　　　　　　   9,160千円

一年超　　　　　　　　　   5,144千円

合計　　　　　　　　　　  14,305千円

 

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

支払リース料　　　　　　　 8,214千円

減価償却費相当額　　　　　 7,613千円

支払利息相当額　　　　　　   465千円

 

④　減価償却相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

ゼロとする定額法によっております。

 

⑤　利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法は利息法によっております。

 

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引

(借主側)

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び期末残高相当額

　車両及び運搬具

取得価額相当額　　　　　　61,346千円
減価償却累計額相当額　　　40,163千円　　　　　　　
期末残高相当額　　　　　　21,182千円

 

②　未経過リース料期末残高相当額

一年内　　　　　　　　　  12,108千円

一年超　　　　　　　　　   9,687千円

合計　　　　　　　　　　  21,796千円

 

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

支払リース料　　　　　　　 6,598千円

減価償却費相当額　　　　　 6,115千円

支払利息相当額　　　　　　   426千円

 

④　減価償却相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

ゼロとする定額法によっております。

 

⑤　利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法は利息法によっております。
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２　オペレーティングリース取引

(借主側)

未経過リース料

一年内　　　　　　　　　　1,970千円

合計　　　　　　　　　　  1,970千円

２　オペレーティングリース取引

(借主側)

未経過リース料

一年内　　　　　　　　　　1,970千円

一年超　　　　　　　　　　  985千円

合計　　　　　　　　　　  2,955千円
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(有価証券関係)

 
当中間会計期間末
(平成20年８月31日)

前事業年度末
(平成20年２月29日)

有価証券を保有しておりませんので、該当事項はあり

ません。

同左

 

 

 (デリバティブ取引関係)

 
当中間会計期間末
(平成20年８月31日)

前事業年度末
(平成20年２月29日)

デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事

項はありません。

同左
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 (ストック・オプション等関係)

当中間会計期間(自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日)

　ストック・オプション等を付与しておりませんので、該当事項はありません。

 

前事業年度(自　平成19年11月１日　至　平成20年２月29日)

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

１　ストック・オプションの内容

 平成16年12月28日定時株主総会決議平成18年1月27日定時株主総会決議

付与対象者の区分及び人数 当社監査役2名、従業員51名　 当社従業員51名

株式の種類別のストック・オプ

ションの付与数
普通株式　290株 普通株式　187株

付与日 平成16年12月29日 平成18年2月13日

権利確定条件

①　新株予約権は、発行時に割当を

受けた新株予約権者において、

これを行使することを要する。

②　新株予約権者は、権利行使時に

おいて当社または当社子会社

の取締役、監査役または従業員

のいずれかの地位にあること

を要する。

③　新株予約権者は、当社株式が日

本国内の証券取引所に上場し

た日より１年が経過するまで

は権利を行使できない。

④　その他の条件は、当社と新株予

約権の割当てを受けた者との

間で締結する契約に定めると

ころによる。

①　新株予約権は、発行時に割当を

受けた新株予約権者において、

これを行使することを要する。

②　新株予約権者は、権利行使時に

おいて当社または当社子会社

の取締役、監査役または従業員

のいずれかの地位にあること

を要する。ただし、任期満了に

よる退任、従業員の定年退職そ

の他取締役会が正当な理由が

あると認めた場合には、この限

りでない。

③　新株予約権の譲渡、質入その他

の処分及び相続は、これを認め

ない。

対象勤務期間
平成16年12月29日から

平成18年12月31日まで

平成18年２月１日から

平成20年１月31日まで

権利行使期間
平成19年1月1日から

平成26年11月30日まで

平成20年2月1日から

平成27年1月31日まで

 

２　ストック・オプションの規模及びその変動状況

　①　ストック・オプションの数

 平成16年12月28日定時株主総会決

議
平成18年1月27日定時株主総会決議

権利確定前(株)   

　前事業年度末 212 128

　付与 ― ―

　失効 ― 1

　未確定残 212 127

 

　②　単価情報

 平成16年12月28日定時株主総会決

議
平成18年1月27日定時株主総会決議

　権利行使価格(円) 63,366 202,043

　行使時平均株価(円) ― ―

　公正な評価単価(付与日)(円) ― ―
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(持分法損益等)

 
当中間会計期間

(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前事業年度
(自　平成19年11月１日
至　平成20年２月29日)

当社には、関連会社がないため、該当事項はありませ

ん。

同左
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 (１株当たり情報)

 
当中間会計期間

(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前事業年度
(自　平成19年11月１日
至　平成20年２月29日)

１株当たり純資産額　8,272円15銭

 

１株当たり純資産額　6,579円09銭

 

１株当たり中間純利益　1,693円06銭

 

１株当たり当期純損失　4,980円57銭

 
　潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、

新株予約権の残高はありますが、希薄化効果を有しな

いため、記載しておりません。

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

新株予約権の残高はありますが、１株当たり当期純損

失であるため、記載しておりません。

(注)　１株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎

項目
当中間会計期間

(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前事業年度
(自　平成19年11月１日
至　平成20年２月29日)

１株当たり中間(当期)純利益   

中間損益計算書上の中間純利益又は当期純損
失(△)(千円)

33,353 △98,117

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る中間純利益又は当期純損失(△)
(千円)

33,353 △98,117

普通株式の期中平均株式数(株) 19,700 19,700

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益
(千円)

  

中間(当期)純利益調整額(千円) ― ―

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益
の算定に用いられた普通株式増加数の主要な
内訳(株)
新株予約権

 
 
 
―

 
 
 
―

普通株式増加数(株) ― ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１
株当たり中間(当期)純利益の算定に含まれな
かった潜在株式の概要

第１回新株予約権
(平成16年12月28日定
時株主総会決議) 
新株予約権の数
   189個(189株)
 
第２回新株予約権
(平成18年１月27日定
時株主総会決議) 
新株予約権の数
   118個(118株)
 
第３回新株予約権
(平成19年10月11日取
締役会決議) 
新株予約権の数
   10,600個(10,600
株)

第１回新株予約権
(平成16年12月28日定
時株主総会決議)
新株予約権の数
   212個(212株)
 
第２回新株予約権
(平成18年１月27日定
時株主総会決議)
新株予約権の数
   127個(127株)
 
第３回新株予約権
(平成19年10月11日取
締役会決議) 
新株予約権の数
   10,600個(10,600
株)

 

EDINET提出書類

株式会社アークコア(E02989)

半期報告書

36/41



 

 (重要な後発事象)

 
当中間会計期間

(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前事業年度
(自　平成19年11月１日
至　平成20年２月29日)

　該当事項はありません。 該当事項はありません。
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(2) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の参考情報】

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

 

有価証券報告書及びその添付書類

事業年度　第５期(自　平成19年11月１日　至　平成20年２月29日)平成20年５月29日関東財務局長に

提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書
平成20年11月11日

株式会社 アークコア
取締役会　御中
 
 

監 査 法 人　コ ス モ ス

代表社員
公認会計士 富　田　昌　樹

業務執行社員

代表社員
公認会計士 新　開　智　之

業務執行社員

 
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行う
ため、「経理の状況」に掲げられている株式会社アークコアの平成20年3月1日から平成
21年2月28日までの第6期事業年度の中間会計期間（平成20年3月1日から平成20年8月31
日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本
等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間
財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表
に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査
の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示
に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証
を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じ
て追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財
務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中
間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アークコアの平成20年8月31日現在の財政状
態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成20年3月1日から平成20年8月31日ま
で）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているもの
と認める。
 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ
き利害関係はない。

以　　上

（※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。
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